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市からの連絡帳

栢勤労者等住宅資金融資あっせん制度
　勤労者等の居住用住宅の取得等に
必要な資金の融資あっせんを行いま
す（新規融資のみが対象）。
　対 勤労者等
□要件　①市内に１年以上住所があ
ること　②２０歳以上６５歳未満の方
で、償還完了時７５歳未満であること
等　③資金の限度額等（表２参照）
※いずれの融資も借り換えについて
は対象となりません。
　申 産業振興課
◆産業振興課 　田 （緯内線１４４２）　

■商業統計調査にご協力を
   平成１９年商業統計調査が６月１日
を基準日として実施されます。
　この調査は、卸売・小売事業所を
調査し、事業所の分布状況や販売活
動等を把握し、商業の実態を明らか
にすることを目的にしています。調
査結果は、国や地方公共団体の行政
施策の重要な基礎資料となります。
　調査票の配布・回収は、東京都知
事より任命された調査員が、５月中
旬～６月中旬にかけて市内事業所を
訪問させていただきます。ご理解と
ご協力をお願いいたします。
◆管財課 　田 （緯内線１２２１）

 防災・防犯 

■「災害時帰宅困難者支援訓
練」にご参加を　　　　　　
（日本赤十字社東京都支部）
　自宅から離れた場所で災害にあっ
た場合を想定し、日本赤十字社東京
都支部では訓練を実施します。帰宅
ルートの確認をしてみませんか。赤
十字エイドステーションは、水分補
給・トイレ・休憩場所の提供等の支
援を行います。市内では田無神社に
設置されます。訓練概要・他のエイ
ドステ－ションの設置場所・申込方
法等は、下記　HP でお知らせしていま
す。
　時 ６月２日松　午前８時～午後５時
　場 都庁都民広場および日比谷公園
　内 参加者がコースを選択し、原則自
宅まで徒歩で帰宅する　　　　　
　締 ・　申 ５月２５日晶までに日赤東京都
支部へ
※徒歩訓練参加者には、主催者が行
事保険に一括加入します。
※小学生以下の方は保護者同伴
　問 日本赤十字社東京都支部救護課　
村松（緯０３－５２７３－６７４４）
　HP  http://www.tokyo.jrc.or.jp
◆保健福祉総合調整課 　保 （緯内線
２３１１）

■防犯活動団体補助金説明会
開催
～犯罪のないまちづくりのために～
　市内で防犯活動をしている団体や

口にあります。）
《届け出に必要なもの》
①事故証明書　②保険証　③医療受
給者証　④印鑑
※加害者から治療費を受け取ってい
る場合、老人保健は使えなくなりま
す。
　申 高齢者支援課
◆高齢者支援課 　田 （緯内線１５７２）

■住宅改修工事・福祉用具展
　介護保険で、住宅改修工事や福祉
用具のレンタル・購入ができること
をご存知ですか。介護保険で利用可
能な福祉用具を、手にとって見るこ
とのできるコーナーや、住宅改修工
事の実例をパネル展示します。
　時 ５月２２日昇～２３日昌
 午前１０時～午後３時
　場 田無庁舎　
◆高齢者支援課 　保 （緯内線２３２５）

 子　育　て 

■地域子育て支援センターか
らのお知らせ
　お子さんと保護者の方の集いの場
を提供しています。栄養士や保健師
等が、子育ての悩みや相談に応じま
す。楽しいイベントや子育て講座等
も盛りだくさん！子育て中の方は、
地域子育て支援センターをご利用く
ださい。
※詳細は各センターへお問い合わせを。
　時 月～金曜日  午前９時３０分～午後
４時３０分
　場 栢地域子育て支援センター『けや
き』（けやき保育園内）（緯４６４－３８２２）
栢『なかまち』（なかまち保育園内）
（緯４２２－４８８２）
◆保育課 　田 （緯内線１５３２）

 産　　　業 

■各種融資あっせん制度
栢中小企業事業資金融資あっせん制度
　中小企業者の自主的な経済活動促
進のため、事業資金融資あっせんを
行います（新規融資のみが対象）。
　対 中小企業者、農業経営者
□要件　①市内に１年以上住所およ
び事業所があり、同一事業を市内で
１年以上継続していること等　②資
金の限度額等（表１参照）

　　　  福　　　祉 

■老人保健で医療を受けてい
る方へ
～交通事故等に遭ったら必ず届け出を～
　交通事故等、第三者（加害者）の行
為によりけがをした場合でも、届け
出により老人保健で治療を受けるこ
とができます。この場合、市が医療
費を一時立て替えて支払い、後日加
害者に費用を請求します。
□届け出
①交通事故に遭ったら警察に届け出
て、「事故証明書」をもらいます。
②老人保健で治療を受けるときは、
高齢者支援課医療助成係へ「第三者
行為による傷病届」の申請書が必要
となります。（申請書は市の担当窓

 税・年金 

■不動産公売実施
　市では、市税の滞納処分として差
し押えた不動産について、入札によ
る売却（公売）を行います。
　公売による売却代金は、滞納市税
等に充当されます。
　時 ５月２９日昇  午後２時～３時
　場 田無庁舎
□公売物件　市　HP 市役所にある「不
動産公売案内」をご覧ください。
　問 納税課 　田 （緯内線１３５５・１３５９）

■国民健康保険の届け出
　世帯主の方は、自分の世帯に属す
る被保険者の資格に異動があったと
き（他の健康保険に加入、他の健康
保険をやめた、他市町村へ転出、市
内に転入、死亡等）は、必ず１４日以
内に届け出をしてください。手続き
は、市民課と各出張所で受け付けて
います。
◆保険年金課 　田 （緯内線１４８３・１４８４）
　　　　　　　保 （緯内線２１３５・２１３６）

■市議会定例会のお知らせ

　平成１９年第２回市議会定例会
は、６月８日（金）から開催する
予定です。
　本会議、委員会は傍聴できま
す。日程等は、決まりしだい市議
会　HP に掲載しますので、ご覧くだ
さい。
　なお、請願・陳情の提出期限等
については、議会事務局へお問い
合わせください。
◆議会事務局 　田 （緯内線１７２１）
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届出に必要なものこんなとき
印鑑、職場の健康保険を
やめた証明（資格喪失証明
書または離職票）

職場の健康保
険をやめたとき

国
保
に
は
い
る
と
き

印鑑、被扶養者でなくな
ったことがわかる証明書

職場の健康保
険の被扶養者
でなくなったとき

印鑑、ほかの市区町村の
転出証明書

西東京市に転
入したとき

印鑑、保険証、母子健康手
帳

子供が生まれ
たとき

印鑑、保護廃止決定通知
書

生活保護を受け
なくなったとき

外国人登録証外国人が加入
するとき

印鑑、国保と職場の健康保険の
両方の保険証（職場の保険証が
未交付の場合は、加入した証明）

職場の健康保
険に加入した
とき

国
保
を
や
め
る
と
き

印鑑、国保と職場の健康保険の
両方の保険証（職場の保険証が未
交付の場合は、加入した証明）

職場の健康保
険の被扶養者
になったとき

印鑑、保険証西東京市から
転出するとき

印鑑、保険証、死亡を証明
するもの死亡したとき

印鑑、保険証、保護開始決
定通知書

生活保護を受
け始めたとき

保険証外国人がやめ
るとき

※国保に加入されるときに、すでに世帯の中
で国保の加入者がいる場合は、その保険証を
お持ちください。

表１　中小企業事業資金融資あっせん
運転・設
備併用設備資金運転資金資金区分

１，０００万円７００万円融資限度額
元金均等月賦償還償還方法

７年以内
（据置６か月以内）

５年以内
（据置６か
月以内）

償還期間

年２．１２５％融資利率
年１．１２５％利子補給率
年１．０００％借受者負担率

表２　勤労者等住宅資金融資あっせん
１，０００万円融資限度額

１５年以内
（据置３か月以内）償還期間

固定型金利条件

年４．０％融資利率

年２．０％利子補給率

年２．０％借受者負担率

これから自主的に防犯活動を始めよ
うとする団体を対象に、防犯資器材
等（腕章、トランシーバー、懐中電
灯等）の購入経費の一部を補助しま
す。自治会、町会、ＰＴＡの皆さん
の参加をお待ちしています。
　時 ６月１日晶　午後６時３０分
　場 田無庁舎　
　対 ①５人以上で組織し、役員がいる
団体　②団体の構成員の８０パーセン
ト以上が市民である組織　③市内の
防犯パトロール等の防犯活動を行う
団体　④会則、規約等を定めている
団体
□補助金額
①防犯資器材等購入経費の２分の１
以内　②１団体の上限は２０万円　
※応募多数の場合、補助金額を調整
することがあります。
◆生活文化課 　田 （緯内線１４２５）

 環　　　境 

■不法投棄監視ウィーク
　 環境省では、５月３０日（ごみゼロ
の日）～６月５日を「全国ごみ不法
投棄監視ウィーク」として不法投棄
への監視や啓発活動等の取り組みを
全国で行います。市では「不法投棄
監視の活動」を実施し、市内のパト
ロ－ルや希望者への不法投棄禁止パ
ネルの配布をします。市民の皆さん
のご協力をお願いします。
◆ごみ減量推進課
　保 （緯内線２２２１～２２２３）

■「環境美化キャンペーン」に
ご参加を
　 ５月３０日は「関東地方環境美化の
日（ごみゼロの日）」です。
　市では、西東京市老人クラブ連合
会の皆さんと、シルバー人材センタ
ーの皆さんとともに「環境美化キャン
ペーン」を実施します。当日、臨時集積
所(表１参照)を設置しますので、市内
の公共の場所（道端や公園等）に捨
てられたごみ（可燃ごみ・不燃ごみ・
空き缶・空きビン・ペットボトル）を拾い
集め、持ち込んでください。
　多くの方に参加していただき、ま
ちをきれいにしましょう。


